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△

消費税申告にも明細書が必要に

Q:消費税の申告書を提出する際、「明細

書」の添付が必要になったと聞きました。ど

のような明細書を添付するのでしょうか。

A.:消費税額の計算過程を明らかにするた

めの明細書を添付することになりました。

【解説】

消費税率の改正と地方消費税の新設に伴い、

消費税額の計算根拠を明らかにするため、明

細書を添付して申告することとされました。

明細書を添付しなければならないのは、仮

決算による中間申告書、確定申告書、還付請

求申告書を提出する場合で、明細書は、「一

般申告用」と「簡易課税用」の2種類をベー

スに、それぞれについて「新・旧税率対応用」

と「新税率対応用」が設けられています。

明細書の記載内容は、一般申告用について

は①資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算

に関する明細、②課税仕入れ等の税額に関す

る明細、③仕入れに係る消費税額の計算に関

する明細等で、簡易課税用については①課税

標準に対する消費税額の計算に関する明細、

②仕入れに係る消費税額の計算に関する明細

等となっています。

これらの記載事項は、消費税額を計算する

際に必要となるもので、特に目新しい事項を

記載するものではありません。

なお、明細書の添付は、①平成9年4月1

日以後終了課税期間に係る確定申告及び還付

請求申告、②中間申告対象期間の末日が平成

9年4月1日以後である仮決算による中間申

告から必要になります。
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